
単位
20年９
月まで

20年10
月から

21年４
月から

１ｇ 2,981円 3,549円 同左

１ｇ 2,594円 2,925円 同左

１ｇ 1,945円 2,276円 同左

１ｇ 2,795円 3,126円 同左

１ｇ 2,496円 2,827円 同左

１ｇ 702円 808円 638円

１ｇ 680円 794円 592円

１㎝ 712円 826円 624円

１㎝ 601円 715円 513円

材　　料　　料
20年９
月まで

20年10
月から

21年４
月から

20年９
月まで

20年10
月から

21年４
月から

１　14カラット金合金

　⑴　インレー

　　　複雑なもの 416点 469点 同左 405点 474点 同左

　⑵　４分の３冠 519点 586点 同左 329点 385点 同左

２　金銀パラジウム合金（金12％以上）

　⑴　大臼歯 329点 385点 同左

　　イ　インレー 253点 296点 同左

　　　ａ　単純なもの　　 84点 97点 77点 195点 228点 同左

　　　ｂ　複雑なもの 156点 180点 142点

　　ロ　５分の４冠 196点 226点 178点

　　ハ　全部鋳造冠 247点 284点 225点 227点 262点 207点

　⑵　小臼歯・前歯 178点 205点 162点

　　イ　インレー

　　　ａ　単純なもの　　 57点 66点 52点 156点 180点 142点

　　　ｂ　複雑なもの 114点 131点 104点 136点 156点 123点

　　ロ　４分の３冠 141点 162点 128点 126点 145点 114点

　　ハ　５分の４冠 141点 162点 128点

　　ニ　全部鋳造冠 177点 204点 161点

272点 304点 同左

１　金銀パラジウム合金（金12％以上） 220点 254点 200点 210点 235点 同左

１　鋳造ポンティック（ダミー）

　⑴　金銀パラジウム合金（金12％以上） 365点 420点 331点

　　イ　大臼歯 284点 327点 259点

　　ロ　小臼歯 214点 247点 195点

２　金属裏装ポンティック（ダミー）※ 553点 641点 485点

　⑴　14カラット金合金 390点 440点 同左 467点 556点 399点

　⑵　金銀パラジウム合金（金12％以上）

　　イ　前歯 116点 133点 105点

　　ロ　小臼歯 146点 168点 132点

３　前装鋳造ポンティック（ダミー）

　⑴　金銀パラジウム合金（金12％以上） 171点 197点 155点

１　14カラット金合金

　⑴　金銀パラジウム合金（金12％以上）

※次の材料料（金属材料料とレジン材料料を含む。）と人工歯料との合計に
より算定する。

Ｍ021 線鉤（１個につき）　→解釈276頁

Ｍ023 バー（１個につき）　→解釈276頁

　⑵　両翼鉤（レストつき）

　⑴　双歯鉤

　　ロ　リンガルバー

　⑴　双歯鉤　

　⑵　両翼鉤（レストつき）

Ｍ010 鋳造歯冠修復（１個につき）　→解釈261頁

Ｍ017 ポンティック（ダミー）（１歯につき）　→解釈266頁

009　歯科非鋳造用金銀パラジウム合金　バー状　リンガルバー用(金12％以上　ＪＩＳ適合品)

材　　料　　料

　　イ　大・小臼歯

　　ロ　犬歯・小臼歯

　　ハ　前歯（切歯）

　　イ　大・小臼歯

　　ロ　犬歯・小臼歯

Ｍ020 鋳造鉤（１個につき）　→解釈275頁

Ⅰ　材料価格基準（歯冠修復及び欠損補綴）の材料価格の改正（改正部分のみ）→「歯科点数表の解釈」371頁

Ｍ011 前装鋳造冠（１歯につき）　→解釈264頁

　⑵　金銀パラジウム合金（金12％以上）

２　金銀パラジウム合金（金12％以上）

　⑴　双歯鉤　

　⑵　両翼鉤（レストつき）

　　イ　大臼歯

　　イ　大臼歯

　　ロ　犬歯・小臼歯

　　ロ　犬歯・小臼歯

歯科点数表の材料価格・材料料点数の一部改正　（平成20年10月／２１年４月適用）

歯科点数表の解釈（平成20年4月版）／事例で学ぶ歯科レセプト作成と点検（平成20年4月版）　追補②

⑵平成21年４月1日適用
●特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）の一部を改正する件（平成21年３月13日・厚生労働省告示第63号）
●「特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）の制定に伴う特定保険医療材料料（使用歯科材料料）の算定について」の
一部改正について（平成21年３月13日・保医発第0313001号）

⑴平成20年10月1日適用
●特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）の一部を改正する件（平成20年９月12日・厚生労働省告示第449号）
●「特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）の制定に伴う特定保険医療材料料（使用歯科材料料）の算定について」の
一部改正について（平成20年９月12日・保医発第0912001号）

（平成21年３月25日・社会保険研究所）

歯科点数表の材料価格・材料料点数は⑴⑵のとおり一部改正が行われていますので，上記図書の活用にあたりご留意ください。

品　　　　　　名

005　歯科用14カラット合金用金ろう（ＪＩＳ適合品）

006　歯科鋳造用金銀パラジウム合金（金12％以上　ＪＩＳ適合品）

007　歯科非鋳造用金銀パラジウム合金　板状（金12％以上　ＪＩＳ適合品）

001　歯科用純金地金（金99.99％以上）

002　歯科鋳造用14カラット金合金　インレー用（ＪＩＳ適合品）

003　歯科鋳造用14カラット金合金　鉤用（ＪＩＳ適合品）

004　歯科用14カラット金合金鉤用線（金58.33％以上）

Ⅲ　レセプト様式の変更→事例で学ぶ歯科レセプト作成と点検　８頁、９頁等

　Ⅰ、Ⅱに伴い、レセプトの様式の一部が次頁のように改められます。

　　ハ　前歯（切歯）

Ⅱ　歯冠修復及び欠損補綴に係る材料料点数の改正（改正部分のみ）

008　歯科非鋳造用金銀パラジウム合金　バー状　パラタルバー用(金12％以上　ＪＩＳ適合品)

２　14カラット金合金

１　鋳造バー

２　屈曲バー

　　イ　パラタルバー




